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市
民
に
衝
撃
を
与
え
た
市

内
中
学
で
の
い
じ
め
事
件

は
、
許
さ
れ
な
い
人
権
蹂
躙

（
じ
ゅ
う
り
ん
）の
出
来
事
。

事
件
解
決
に
警
察
力
を
借
り

て
の
解
決
に
疑
問
が
残
り
ま

す
。 

中
学
校
は
小
学
校
と
違

い
一
ク
ラ
ス
に
多
く
の
教
科

教
師
が
関
わ
り
ま
す
。
課
題

生
徒
を
多
く
の
目
で
見
る
妙

味
が
発
揮
で
き
な
か
っ
た
こ

と
の
検
証
を
。

 

教
育
部
長

　

中
学
校
は
教
科
担
任
制

で
、
多
く
の
教
員
の
目
で
指

導
が
で
き
る
体
制
で
す
が
、

今
後
さ
ら
に
、
生
徒
の
実
態

把
握
の
徹
底
や
指
導
体
制
の

強
化
、
教
職
員
の
資
質
向
上

研
修
の
充
実
な
ど
に
取
り
組

み
ま
す
。

 
緊
急
保
護
者
会
に
学
校

と
市
教
委
は
ど
う
向
き
合
っ

た
の
で
す
か
。

 

緊
急
に
学
校
と
Ｐ
Ｔ
Ａ

の
共
催
で
開
催
さ
れ
た
も
の

で
、
学
校
に
お
け
る
生
活
面

で
の
指
導
や
携
帯
電
話
の
持

ち
込
み
等
に
つ
い
て
ご
意
見

を
頂
き
、
現
在
保
護
者
の
ご

協
力
の
も
と
改
善
に
努
め
て

い
ま
す
。

 

被
害
生
徒
へ
の
心
の
ケ

ア
と
当
該
生
徒
へ
の
人
権
教

育
は
。

 

全
ク
ラ
ス
で
生
徒
一
人

ひ
と
り
の
心
情
に
寄
り
添
っ

た
個
別
の
教
育
相
談
を
行
っ

て
い
ま
す
。

 

携
帯
電
話
の
校
内
持
ち

込
み
禁
止
問
題
は
ど
う
で
す

か
。 

現
在
、
学
校
に
持
ち
込

ま
な
い
指
導
の
徹
底
を
図
っ

て
い
ま
す
。

 

一
遍
の
「
持
ち
込
み
禁

止
通
知
」
で
解
決
で
き
る
の

で
す
か
。
ま
た
、
ど
ん
な
話

し
合
い
を
し
て
い
く
の
で
す

か
。 

主
席
教
育
次
長

　

生
徒
へ
の
指
導
と
共
に
通

知
文
や
懇
談
会
等
を
通
し

て
、
保
護
者
と
の
連
携
を
図

り
ま
す
。

 

今
回
の
加
害
生
徒
に
つ

い
て
、
小
学
校
で
の
申
し
送

り
を
ど
う
受
け
止
め
て
い
た

の
で
す
か
。

 

小
中
連
携
で
指
導
の
つ

な
が
り
を
深
め
て
い
ま
す
。

今
後
、
さ
ら
に
小
中
一
貫
教

育
の
取
り
組
み
を
充
実
さ
せ

て
、
連
携
を
深
め
、
指
導
の

徹
底
を
図
り
ま
す
。

 

課
題
あ
る
学
年
に
経
験

あ
る
学
年
主
任
の
配
置
は
さ

れ
て
い
た
の
で
す
か
。

 

教
育
部
長

　

校
内
人
事
で
は
、
児
童
生

徒
の
実
態
を
踏
ま
え
、
校
長

の
指
導
と
責
任
の
も
と
、
校

務
の
運
営
に
あ
た
っ
て
い
ま

す
。 

再
建
の
た
め
に
は
ク
ラ

ス
担
任
が
生
徒
と
向
き
合
え

る
時
間
を
確
保
す
べ
き
で

は
。 

全
教
職
員
が
分
担
･
協

力
し
て
校
務
の
運
営
に
あ
た

っ
て
い
き
ま
す
。

 

現
体
制
で
人
員
不
足
の

時
、
県
教
委
に
対
し
て
刷
新

に
つ
な
が
る
教
師
配
置
を
強

く
要
請
す
べ
き
で
は
。

 
教
育
長

　

市
の
限
ら
れ
た
人
員
配
置

の
中
で
は
あ
り
ま
す
が
、
現

状
等
を
踏
ま
え
、
適
正
な
人

事
に
努
め
ま
す
。

い
じ
め
事
件
、
生
徒
と
保
護
者
を

信
頼
し
て
再
建
を

森
脇　
　

徹　

議
員

 

今
回
の
訓
練
で
得
た
課

題
は
。

 

防
災
監

　

混
乱
の
中
、
円
滑
な
運
営

を
行
な
う
た
め
に
は
、
今

後
、
避
難
所
ご
と
の
市
職

員
、
地
域
住
民
、
支
援
団
体

等
の
連
携
の
構
築
が
必
要
と

考
え
て
い
ま
す
。

 

職
員
減
で
の
地
区
本
部

（
支
所
）
機
能
の
発
揮
は
。

 

地
区
本
部
に
で
き
る
だ

け
多
く
の
職
員
配
置
を
基
本

と
し
ま
す
が
、
自
助
・
共

助
・
公
助
に
よ
り
市
と
市
民

が
一
丸
と
な
っ
て
対
応
す

る
な
か
で
、
広
域
支
援
も
得

て
災
害
に
対
応
し
て
い
き
ま

す
。 

来
年
の
総
合
防
災
訓

は
。 

県
と
の
合
同
訓
練
が
予

定
さ
れ
準
備
や
運
営
に
係
わ

る
職
員
も
多
数
に
な
り
ま
す

が
、
避
難
訓
練
の
継
続
も
重

要
で
あ
り
何
ら
か
の
形
で
取

り
入
れ
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。

ほ
か
に

・
参
加
住
民
・
市
職
員
へ
の

ア
ン
ケ
ー
ト
実
施

・
避
難
所
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
修

正
・
防
災
リ
ー
ダ
ー
と
消
防
団

員
と
の
連
携

・
防
災
リ
ー
ダ
ー
の
現
状

・
防
災
リ
ー
ダ
ー
・
自
主
防

災
組
織
表
彰
制
度
化

・
自
主
防
災
発
表
大
会
開

催
・
防
災
リ
ー
ダ
ー
研
修

に
つ
い
て
質
問
し
ま
し
た
。

介
護
保
険
事
業
計
画
に
つ

い
て

 

第
４
期
事
業
費
実
績
と

課
題
は
。

 

健
康
福
祉
部
長

　

介
護
給
付
費
は
、
ト
ー
タ

ル
で
は
概
ね
計
画
ど
お
り
推

移
し
、
認
知
症
対
応
や
医

療
・
福
祉
・
保
健
・
介
護
な

ど
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構

築
な
ど
の
課
題
を
、
第
５
期

計
画
に
位
置
付
け
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。

 

第
５
期
事
業
計
画
で
の

介
護
保
険
料
の
上
昇
要
因

は
。 

要
介
護
認
定
者
数
の
増

加
や
小
規
模
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
な
ど
の
施
設
整
備
に

よ
り
、
保
険
料
基
準
月
額
は

千
円
程
度
の
増
額
と
な
る
見

込
み
で
す
。

 

「
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス

テ
ム
」
実
現
へ
取
り
組
み
の

具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
。

 

保
健
、
医
療
、
介
護
、

福
祉
の
関
係
者
が
連
携
し
な

が
ら
、
切
れ
目
な
い
サ
ー
ビ

ス
が
提
供
で
き
る
体
制
の
構

築
を
目
指
し
ま
す
。

ほ
か
に

・
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の

実
績
と
今
後
の
方
向

・
第
５
期
事
業
計
画
の
事
業

費
・
保
険
料
必
要
額
の
算

定
・
介
護
保
険
事
業
外
で
の
高

齢
者
施
策

に
つ
い
て
質
問
し
ま
し
た
。

市
総
合
防
災
訓
練
に
つ
い
て

前
川　
　

勉　

議
員

 

市
と
市
議
会
は
、
国
や

県
に
対
し
防
災
対
策
を
重
点

的
に
充
実
す
べ
き
地
域
（
Ｅ

Ｐ
Ｚ
）
の
範
囲
拡
大
を
要
望

し
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
に
対

し
国
は
、
原
発
か
ら
半
径
30 

キ
ロ
範
囲
を
緊
急
時
防
護
措

置
を
準
備
す
る
区
域
（
Ｕ
Ｐ

Ｚ
）
と
し
、
高
島
市
が
範
囲

内
に
あ
る
こ
と
を
示
し
ま
し

た
。
要
望
し
た
内
容
と
回
答

内
容
は
違
い
ま
す
が
、
高
島

市
の
一
部
が
Ｕ
Ｐ
Ｚ
範
囲
に

該
当
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
市
民
の
安
全
安
心
を
確

保
す
る
た
め
、
市
は
ど
の
様

な
計
画
を
進
め
る
の
で
す

か
。
特
に
予
算
、
避
難
対

策
、
屋
内
待
機
指
示
、
緊
急

情
報
提
供
ル
ー
ル
、
放
射
線

量
の
計
測
、
安
定
ヨ
ウ
素
剤

の
配
布
等
多
く
の
項
目
が

あ
り
、
時
間
的
に
緊
急
を
要

す
る
事
柄
ば
か
り
で
す
。
相

当
の
時
間
と
準
備
が
必
要
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
防
災
検
討

委
員
会
の
創
設
な
ど
専
門
家

を
招
き
、
地
域
防
災
計
画
原

子
力
編
の
充
実
を
具
体
的
に

立
案
し
行
動
す
る
時
期
に
あ

り
ま
す
。
ま
た
一
方
で
は
、  

学
校
教
育
に
お
い
て
原
子
力

に
関
す
る
正
し
い
知
識
の
教

育
、
災
害
発
生
時
に
お
け
る

市
民
病
院
の
受
け
入
れ
態
勢

整
備
な
ど
、
医
師
や
看
護
師

の
登
院
義
務
体
制
強
化
な
ど

市
が
市
民
の
た
め
に
な
す
べ

き
政
策
は
多
く
あ
り
ま
す
。

「
災
害
は
忘
れ
た
頃
に
や
っ

て
く
る
」。
忘
れ
て
は
い
け

な
い
諺（
こ
と
わ
ざ
）で
す
。

 

防
災
監
・
病
院
事
務
部
長

　

市
は
、
市
民
の
安
全
安
心

の
た
め
、
ど
の
よ
う
な
計
画

を
進
め
る
の
か
に
つ
い
て

は
、
次
の
点
に
つ
い
て
重
点

的
に
留
意
し
て
計
画
を
進
め

ま
す
。

①
災
害
時
の
避
難
路
等
の
交

通
手
段
の
確
保
に
努
め
ま

す
。

②
滋
賀
県
の
避
難
計
画
と
の

調
整
を
図
っ
た
う
え
、
30

キ
ロ
圏
内
の
住
民
を
対
象

と
し
た
屋
内
避
難
、
退
避

の
検
討
を
実
施
し
ま
す
。

③
市
民
の
市
外
へ
の
避
難
を

想
定
し
た
受
け
入
れ
先

や
、
生
活
支
援
の
確
保
に

関
す
る
他
自
治
体
と
の
災

害
応
援
協
定
の
締
結
。

④
原
子
力
防
災
に
関
す
る
知

識
の
普
及
の
た
め
『
出
前

講
座
』
の
実
施
を
し
ま

す
。

⑤
安
定
ヨ
ウ
素
剤
の
予
防
服

用
に
つ
い
て
、
国
の
検
討

結
果
を
踏
ま
え
た
市
と
し

て
の
計
画
を
策
定
し
ま

す
。

⑥
原
子
力
災
害
時
の
国
、

県
、
市
の
役
割
の
明
確
化

に
つ
い
て
県
に
求
め
て
い

き
ま
す
。

⑦
災
害
時
に
市
民
病
院
の
役

割
が
十
分
に
発
揮
で
き
る

よ
う
医
療
体
制
の
確
保
に

努
め
ま
す
。

◆
北
川
ダ
ム
問
題
に
関
す
る

進
捗
と
市
民
へ
の
説
明
責

任
に
つ
い
て

Ｕ
Ｐ
Ｚ
に
指
定
さ
れ
た
市
は
、
原
子
力
災

害
に
ど
う
対
応
す
る
の
か

石
田　
　

哲　

議
員

防災計画原子力編の充実を

防災訓練での避難所設営（今津東小体育館）


